
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 住居兼店舗の家賃や光熱費 

Ｑ：私は小売業を営む個人事業者ですが、

次のような費用は必要経費になりますか。 

・店舗と住居を兼ねている借家の家賃 

・上記の借家にかかる光熱費や電話代 

・商品仕入れ用にもレジャー用にも使ってい

る乗用車のガソリン代や減価償却費 

 

Ａ：合理的な方法で区分して、業務に要し

た部分の金額を明らかにすれば、その業務用

部分は必要経費となります。 

【解説】 

 事業所得の必要経費となる費用は、売上原

価や販売費、一般管理費など、業務に直接関

係する費用でなければなりません。 

 つまり、家事のために要した費用は必要経

費とならないわけですが、個人事業の場合、

費用によっては業務用の費用と家事用の費用

が混然として区分がはっきりしないものがあ

ります。こうしたものについては、合理的な

方法で業務用部分と家事用部分とに区分すれ

ば、その業務用部分は必要経費とすることが

認められることとなっています。 

 合理的に区分する方法とは、例えば、家賃

であれば店舗部分と住居部分の面積で、自動

車の減価償却費やガソリン代であれば走行距

離で、光熱費や電話代であれば使用時間で按

分するといった方法をいいます。 

 なお、これらの区分ができないものについ

ては、原則として必要経費とすることはでき

ません。 
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